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新旧対照表 

○神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

 

新 旧 

（設置場所の特例） （設置場所の特例） 

第７条 （略） 

 

第７条 （略） 

 

２ 条例第10条第２号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分 

 に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

２ 条例第10条第２号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分 

 に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

（削除）  (１) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設等との水 

  平投影面における最短の距離が110メートル 

   ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校 

   イ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院及 

   び同条第２項に規定する診療所（患者を入院させるための施設を有する 

   ものに限る。） 

   ウ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福 

   祉施設 

   エ 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介護老 

   人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院 

   オ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する老人福祉 

   施設 

 (１) 墓地（埋葬を行うものに限る。） 墓地の境界線と人が現に居住その他 

  の使用をしている建物との水平投影面における最短の距離が110メートル 

 (２) 埋葬を行う墓地 墓地の境界線と人が現に居住し、又は使用している建 

  物との水平投影面における最短の距離が110メートル 

 (２) 火葬場 その境界線と人が現に居住その他の使用をしている建物との 

  水平投影面における最短の距離が300メートル 

 (３) 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平 

  投影面における最短の距離が300メートル 

３ 条例第10条第３号に規定する規則で定める施設は次に掲げる施設とし、同 

 号に規定する規則で定める距離は墓地又は納骨堂の境界線と次に掲げる施設 

 との水平投影面における最短の距離で110メートルとする。 

（新規） 

 (１) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院及び 

  同条第２項に規定する診療所（患者を入院させるための施設を有するもの 

  に限る。） 

（新規） 

 (２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介護老人 

  保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院 

（新規） 
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新 旧 

 (３) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する老人福祉施 

  設 

（新規） 
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新 旧 

第１号様式（第３条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 第１号様式（第３条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
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新 旧 

第４号様式（第６条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 第４号様式（第６条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
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新 旧 

第６号様式（第10条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 第６号様式（第10条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
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新 旧 

第11号様式（第14条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 第11号様式（第14条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 


